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１．滋賀県について
【基本情報】

人口　　　　　　　　　　　　　　　　（H31.1.1現在） １，４１３，１５５人

６５歳以上人口／高齢化率　　（H31.1.1現在） ３５９，７６３人／２５．５％

市町村 １９市町

警察署 １２か所

保健医療・障害保健福祉圏域 ７圏域

保健所 ７か所（県：６、中核市：１）

精神病床を有する病院 １２病院

精神病床数　　　　　　　　　　（H28.6.30現在） ２，３３３床

人口１０万対精神病床数　　（H28.6.30現在） １６７.７（全国平均：２６３.３）

精神科を標榜する診療所　　（H29.4.1現在） ３６診療所

精神科救急医療圏域 ３圏域（ブロック）

精神科救急医療施設 １０病院

精神科救急身体合併症協力病院 ２病院

精神科救急入院料１ 1病院

精神科急性期治療病棟入院料１ ６病院

精神科急性期治療病棟入院料２ １病院

　*１病院は、上記救急医療施設１０病院の１か所

　*記載がない項目については、平成31年4月1日現在の状況

救急情報センター（精神保健福祉センター） ★

保健所 ●

精神科救急医療施設（ブロック輪番病院） ▼

精神科救急医療施設（身体合併協力病院） ◆

精神科救急医療施設（県立病院） ▲

警察署 ■
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連携上の課題
精神科が併設していない総合病院

（救急告示病院） 精神科単科の病院
地域

（保健所・市）
・精神科常勤医がいないので、タイム

リーに精神科医に相談できない。
・院内に精神科がなく、他の精神科を

紹介するが、受診予約が1～２か月先
しかとれない。

・一般救急医療機関が24時間相談できる
ような仕組みがない。

・精神科が満床のことが多く、タイム
リーな対応が難しい。

・救急システムに乗らない医療保護入院
相当の患者の連携が難しい。

・整形外科的疾患を有する場合は、滋賀
医大や長浜日赤が受けてくれるが、精
神科と内科疾患を有する場合が難しい。

・身体的な状態が深刻である
場合は受け入れ難い。

・身体合併の精神患者を診ら
れる病院が少ない。

・入院中の患者で身体科で診
てもらいたい時の応需先に
困る。

・新規で受けてくれる
精神科クリニックが
なかなかない。

・精神科救急受診の受
け入れ病院がなかな
かない。

令和4年度自殺対策推進部会（Ｒ5.1.24開催）の結果より抜粋



自殺企図者の救命救急措置後の処遇

•精神科受診が必要な場合、救急告示病院から本人に紹介状が渡されているが、新規の場合は受け入

れ可能な診療所がなかなかない。

•身体合併(特に内科疾患）がある場合の精神科受け入れ病院がなかなかない。

•緊急ではなく救急受診の調整が難しい。

高齢者の救急精神病状態の出現悪化にどう対応するか

•精神症状が急性の場合、脳血管疾患、脳炎などとの鑑別が難しい。

•精神科単科の病院は身体的疾患の鑑別を行った上でないと受け入れが難しい。

協議会開催にあたり、事前にいただいた意見に関連して

令和4年度自殺対策推進部会（Ｒ5.1.24開催）の結果および保健所における相談対応より抜粋



精神科単科の病院と総合病院との連携の実際

湖南病院 野洲病院

①受診・診察依頼

③精神科医を派遣

入院中の患者が

身体的な治療を

有する場合

②患者が受診・転院



精神科単科の病院と総合病院との連携事例

湖南病院 野洲病院

③診察依頼

警察官（23条）があった場合

①23条通報

保健所 警察署

②調査

④身体的な疾患の可能性があれば、精神科単科では受けられない。

⑤診察依頼

⑥検査の結果異常なし

⑦救急受診依頼

⑧救急の受け入れ

入院

ケース



今後の精神医療提供体制において、望まれること

身体疾患が疑われる精神障害者の身体的な診察や検査の受け入れ医療機関が
増える。

身体的治療を優先としない精神疾患患者の診察や入院の受け入れが、病病連
携、病診連携でスムーズにできる。

精神科救急相談が24時間でき、精神科救急受診の受け入れのハードルが低く
なる。（気軽に相談でき、スムーズに受け入れてもらえる。）

精神科を併設しない一般病院が、精神科対応の知識を得ながら、精神科の治
療と並行して身体的な治療ができる。(研修会の開催、精神科医の派遣）


